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令和元年９月橋本市議会定例会会議録（第３号）その４ 

令和元年９月10日（火） 

                                           

○議長（土井裕美子君）順番10、２番 垣内

さん。 

〔２番（垣内憲一君）登壇〕 

○２番（垣内憲一君）皆さん、こんにちは。

最近、大雨水害とかでお亡くなりになりま

した皆さまに、心よりお悔やみ申し上げま

す。また、昨日、台風で関東方面がえらいこ

とになっておるんですけども、一日も早い

復興をお祈り申し上げます。 

 実は、私どもの会社のほうが成田のほう

にもありまして、成田のほうも大変なこと

になっておるということで聞かしてもうて

おります。 

 それでは、議長のお許しをいただきまし

たので、通告に従い一般質問をさせていた

だきます。 

 項目としまして、大きく二つございます。 

 １、市内事業所・企業への保育施設の導入

について。 

 子ども・子育て支援制度において、事業所

が従業員の子どもや保育を必要とする地域

住民の子どもに施設を提供する事業所内保

育事業があります。市内には子育て世代の

従業員を抱える中小企業がたくさんありま

すが、自分が勤める事業所に従業員向けの

保育施設があれば、ワークスタイルに合わ

せた子育ての期待が持て、また、事業所にと

っては従業員のライフスタイルに合わせた

働き方に貢献できると考えます。 

 そこで、お伺いします。 

 １、市内における事業所内保育事業の実

施状況、事業所側の導入と必要性について。 

 ２、国が平成28年度に創設した企業主導

型保育事業に対する市の見解についてお伺

いします。 

 二つ目、子どもたちが遊べる安全安心な

野外公共施設についてお伺いします。 

 子育て世代にとってお金をかけずにのん

びり過ごせる身近な公園や広場は、子ども

の遊び場として非常にありがたいものです。

子どもたちが喜ぶ遊び場として、複合遊具

や芝生広場、プールや水遊び場などさまざ

まですが、子どもを見守る保護者にとって

は、安心安全な環境で子どもが遊べる施設

を、まず考えて、出かけるものでございます。 

 そこで、お伺いします。 

 １、子どもたちが楽しめる市内の公園や

広場の施設数について。 

 ２、草刈りや剪定などの維持管理、道具な

どの安全点検、管理の現状について。 

 ３、暑さや小雨をしのげるような屋根つ

きの子どもが遊べるスポットの必要性につ

いて。 

 以上、お伺いします。よろしくお願いしま

す。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さんの質

問項目１、市内事業所・企業への保育施設の

導入に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（吉田健司君）登壇〕 

○健康福祉部長（吉田健司君）市内事業所・

企業への保育施設の導入についてお答えし

ます。 

 まず、一点目の事業所内保育事業の実施

状況、事業所側の導入と必要性については、

平成27年度にスタートした子ども・子育て

支援新制度において、事業所内保育事業は、

自治体の認可を受けて実施される地域型保

育事業の一つであり、原則的にはゼロ歳児

から２歳児までの子どもが対象となります。
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事業所内またはその事業所の近くにある会

社等で働く従業員と、保育を必要とする地

域の子どもを受け入れられる保育施設です。 

 利用者のメリットとしては、子どもが近

くにいて安心感が得られる、送り迎えに時

間をとられない、利用者同士の悩みを共有

できるなど、同じ事業所に勤める者同士が

集まるので、仲間という安定感の中で子育

てができます。 

 また、事業所側にとっても、出産を理由に

退職する社員を減らせる、企業のイメージ

アップにつながるなど、優秀な人材を事業

所に残しておくことや、仕事復帰できない

ことを理由に退職する女性が少なくなるな

ど、採用時のアピールポイントにもつなが

ることが見込まれます。新制度におけるこ

の事業所内保育事業は、受け入れ定員の約

４分の１を地域枠として開放することが義

務づけられています。 

 本市は、新制度の開始とあわせて、橋本市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例等を制定し、事業所内保

育事業の設置・運営の基準を定めています

が、現在、市内で地域型保育給付を受けて施

設を運営している事業所内保育施設はあり

ません。 

 しかし、従業員向けの無認可の事業所内

保育施設、いわゆる地域型保育給付を受け

ていない認可外保育施設は、市内に７カ所

設置されています。 

 事業所内保育事業の事業所側の導入やそ

の必要性については、導入されるに越した

ことはありませんが、現在、本市は公私連携

方式による幼保連携型認定こども園の整備

計画を進めており、まずは市全体として保

育の受け皿の確保に努めているところです。 

 今後、市内の事業所からの導入に関する

相談等が寄せられた場合は、市も一緒に検

討したいと考えています。 

 次に、二点目の企業主導型保育事業に対

する本市の見解についてお答えします。 

 企業主導型保育事業は、新制度において

内閣府が平成28年度からスタートした事業

です。認可外保育施設となりますが、内閣府

が委託している公益財団法人から施設整備

に要する補助があることや地域枠や年齢制

限の規制が緩く、地域枠は受け入れ定員の

２分の１までの範囲で自由に設定できるな

どのメリットがあります。 

 一方、課題としては、認可保育施設より保

育士の配置基準等が低いため、保育の質や

実施体制の確保、事業の継続性などが指摘

されています。 

 市内における企業主導型保育事業は、先

ほどお答えした無認可の事業所内保育施設

７箇所のうち１箇所で平成29年度に開設さ

れています。今のところ当該施設には、地域

枠は設けられていない状況です。 

 市の見解としては、事業所内保育事業と

同様に、企業からの積極的な導入に関する

相談等が寄せられた場合は、地域枠の必要

性も含め協議していきたいと考えています。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん、再

質問ありますか。 

 ２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

今、橋本市内の事業所保育施設は７箇所全

て無許可ということなんですが、許可をと

って公的な給付金を受けることができれば、

事業所は運営面でも補うと思うんですけど

も、民間業者が新制度に事業所内保育事業

を開設することは、そんなに難しいことな

んでしょうか。お願いします。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）答弁でもさせ

ていただいたように、今ある７箇所につい
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ては全て無認可となっております。本市も

新制度に基づきまして設置条例を定めてい

ますけども、認可施設となりますと、保育士

の配置、保育室の面積など、認可保育に準じ

た基準や体制が求められるため、事業所側

にとっては非常に厳しい部分があります。 

 ここに受け入れ定員に地域枠の設定を求

めることや３歳以上の連携施設も確保して

いく必要があるので、申請には一つ一つク

リアしていかなければならない点が非常に

多いと考えています。時間もかかると想定

していますので、なかなか難しいんではな

いかなと考えております。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

許可をとるのはそう簡単ではないというこ

とはわかったんですけども、もしわかれば

の話になるんですが、本市だけでなくほか

の自治体においても、この新制度の許可を

取得して、事業所内事業保育を開設してい

る事例は少ないものなのでしょうか。お願

いします。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）和歌山県内の

ちょっと調査させていただいたんですけど

も、現在、岩出市に１事業所が開設されてお

ります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

事業所内の保育事業や企業主導型保育事業

の導入については、事業所側からの相談が

あれば、市は協議していただけますという

内容の答弁だと思うんですけども、現在、橋

本市は企業誘致に力を入れています。例え

ば、紀北橋本エコヒルズにおいて新天地に

進出してくる事業所向けにみんなで利用で

きるような企業主導型保育施設の開設を市

のほうから呼びかけるような考えはござい

ませんでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）答弁でもあり

ましたように、あくまでも事業主体は事業

所側にあると考えております。そのために、

事業所への開設の呼びかけは考えておりま

せん。事業所からの前向きな事前協議等が

あれば、前向きな相談には乗っていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）企業誘致に取り組んで

いる自治体としまして、民間事業所用の保

育施設が整備できれば、働く側、雇用する側

の双方にすごくメリットがあると思うんで

す。市にとっても待機児童の問題の解消に

もつながる部分もあると思うんですが、そ

の点についてはいかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）確かに、待機

児童の解消にはつながると考えております。

特に、10月から保育料の無償化も始まりま

すので、保育に伴う環境も大分変化します

ので、その辺でどのぐらいのニーズがある

かってまだつかめない状況でありますので、

それについてもしっかり考えていきたいと

は考えております。 

 ただ、先ほども言いましたように、受け入

れ定員に従業員枠と合わせて地域枠の設定

が義務づけられているということ。開設さ

れれば、市としても待機児童の解消には助

かる部分があるけども、市としては現在、公

私連携による幼保連携型認定こども園の整

備計画を進めておって、市全体の受け入れ

体制についてはそれを中心として考えてい

きたいと思っております。 

 以上です。 
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○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）そしたら、市のこども

園整備計画で、受け皿の確保はもう十分で

あるとお考えでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）先ほどの答弁

でも言わせていただいたように、10月から

保育料の無償化というのが始まります。受

け入れのニーズについては、10月以降、非常

に変化すると考えておりますので、その辺

はしっかり見届けていきたいとは思ってお

ります。 

 先ほどからも言いましたように、決して

十分とは言えませんけども、本年度、学文路

さつきこども園が開園しました。河南地域

に初めてゼロ歳児、１歳児の受け入れ枠を

設けさせていただきました。これに伴いま

して、今年度の待機児童については、今調査

中ですけども、かなり減ってくるものと期

待しております。 

 それと、２年後には西部地域に山田さつ

きこども園を開設する予定で、ニーズに応

じた受け入れ枠を想定し、整備計画を進め

ているところです。近年、出生数はやや減少

していますけども、働く若い世代が増えて

きています。例年、乳幼児からの申し込みも

継続して寄せられることから、受け皿の確

保にはしっかり努めていきたいとは考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）もし、認可外施設であ

る企業主導型保育事業の相談が市に寄せら

れた場合、本市は地域枠の設定を求めるよ

うな対応をしてくれるのでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）まずは、事業

所側の意向を尊重して相談を受けたいと考

えております。企業主導型保育事業は、受け

皿定員の２分の１までの範囲で地域枠の設

定が可能となっていますけども、100％従業

員向けに利用することも可能であります。

いずれにしても、本市にとっては、当該企業

の地元雇用の促進や保育の提供に協力いた

だく形となります。 

 開設に係る申請は市町村だけでなく公益

財団法人となり、施設の設置から集客、助成

金の手続きまで自分たちで行わなければな

らないこと、運営に大きなコストをかけざ

るを得ないことを考えると、いきなり地域

枠の設定を求めるということはしない考え

ではあります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）もし、事業所から開設

の相談とかが寄せられた場合、市としては

まず何を重きに置いて相談に乗ることにな

りますでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）お答えします。

事業所内保育事業と企業主導型保育事業に

ついては、どちらも異なるメリットまたは

デメリットがあるために、その違いをしっ

かり把握していただけるよう相談には乗っ

ていきたいと考えています。 

 特に、事業所内保育事業につきましては、

認可をとっても開設後に利用者が入らなけ

れば運営が継続できない懸念もあるので、

事業の違いを踏まえ、事業所側の自社に合

った制度を活用していただくことを心がけ

て対応したいと考えております。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

この10月から始まる幼児教育・保育の無償

化には、この認可外施設を利用するお子さ

まは対象になりますでしょうか。 
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○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）保育の必要性

があると認定された場合については、一定

の基準がありますけども、無償化の対象と

なっております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）最後、要望になるんで

すけども、今、橋本市は企業誘致に取り組ん

でおるんですけども、行政と企業がタイア

ップして従業員と地域向けの保育施設を考

えるような関係性をまず望んでいます。従

業員だけでなく雇用する事業側にとっても、

国が言う働き方改革や待機児童の問題の解

消に協力ができ、保育行政にも貢献できる

と私は思います。 

 今後、開設の相談が寄せられた場合、市も

寄り添って民間事業者に対して協力してい

ただきたい、そんな思いでございます。これ

は私の要望にとどめておきます。 

 以上です。１回目の質問はこれで終わり

です。 

○議長（土井裕美子君）１項目め終わりでよ

ろしいですね。 

○２番（垣内憲一君）はい。 

○議長（土井裕美子君）議長から申し上げま

す。 

 この際、２番 垣内さんの質問項目２、子

どもたちが遊べる安全安心な屋外公共施設

に対する答弁を保留して、午後１時まで休

憩といたします。 

（午前11時48分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（土井裕美子君）それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 ２番 垣内さんの質問項目２、子どもた

ちが遊べる安全安心な屋外公共施設に対す

る答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（奈良雅木君）登壇〕 

○建設部長（奈良雅木君）子どもたちが遊べ

る安全安心な屋外公共施設についてお答え

します。 

 まず、一点目の子どもたちが楽しめる市

内の公園や広場の施設数ですが、現在、市内

に都市公園57箇所、ちびっ子広場49箇所、そ

の他公園、広場は28箇所あり、合計で134箇

所あります。そのうち、子どもたちが遊べる

施設、ブランコや滑り台等の遊具のある公

園は104箇所あります。遊具のない30箇所に

ついては、グラウンドとして利用している

ものや、遊具の老朽化により撤去したちび

っ子広場です。 

 次に、二点目の草刈りや剪定などの維持

管理と遊具などの安全点検・管理の状況で

すが、公園の主な維持管理業務として、草刈

りや剪定、遊具や施設の点検、修繕がありま

す。草刈りや剪定については、公園面積の約

半分の50㏊が対象面積となっています。 

 また、遊具につきましては年６回、日常点

検講習済者による簡易点検を目視により行

っています。この点検については、大部分が

委託業者による作業、点検としていますが、

完了後は、市の職員による確認作業も行っ

ています。 

 次に、三点目の暑さや小雨をしのげるよ

うな屋根つきの子どもたちが遊べるスポッ

トの必要性ですが、子どもたちが楽しく元

気に遊び、保護者も安全で安らげる公園を

めざして業務に取り組んでる観点からも、

屋根の設置については十分必要性を感じて

いますが、公園管理担当部局としては、現在

市内104箇所の遊具のある公園のブランコ

や滑り台等の適切な維持管理に重点を置き、
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事故やけがのないことを第一に考えていま

す。 

 しかし、近年の夏は猛暑となる年が多く、

異常気象も急増していますので、猛暑時の

熱中症等を注意喚起する看板や市ホームペ

ージ等を利用し、ソフト面から市民の皆さ

んに注意の啓発に取り組んでまいりたいと

考えますので、ご理解をお願いします。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん、再

質問ありますか。 

 ２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）草刈りや剪定など、２

番の項目なんですけども、１番で答えてい

ただいた134箇所というのも聞かせていた

だいとるんですけども、委託業者とか、委託

料とかっていうのはお幾らぐらいになって

おりますでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）まず、私ども建設

部で管理しておる公園については、都市公

園46箇所、その他公園、広場28箇所で、公益

財団法人スポーツ振興公社に8,176万3,000

円で委託しております。そのうち4,000万円

が草刈り等にかかる費用と考えております。 

 それと、ちびっ子広場、これについては49

箇所を各区に総額221万円で委託しており

ます。 

 それから、別の部署、まずは教育部局です

けど、都市公園６箇所、うち運動公園につき

ましては指定管理料で6,220万円、これは公

益財団法人スポーツ振興公社に指定管理し

ております。草刈り、剪定代は1,350万円と

試算しております。また、残りの５箇所につ

きましても、公益財団法人スポーツ振興公

社に、これは委託ということで3,334万円で

委託しております。草刈り費用としては

1,200万円を試算しております。 

 それと、あと一点、環境部局で赤塚墓園に

なるんですけども、これについては赤塚区

に308万3,000円で委託しております。これ、

全て草刈りの費用でございます。 

 あと４箇所につきましては、まだ市が引

き取りを行っておりませんので、業者が管

理しておるというところでございます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）今、聞かせていただい

ただけでも、かなりの金額の委託料がかか

っておると思うんですけども、例えば、私が

よく見かけるのが、草刈ってはくれてある

んやけども、あとの犬のふんとか、そういっ

た処理、飼い主モラルを徹底してほしいと

いう声もあるんですけども、施設管理者と

してこういう点はどういうふうに考えてお

りますか。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）ただ今のおただし

ですが、私どもとしてもはしもとカフェミ

ーティングの中で、そのような意見、指摘は

いただいております。私としてもこれ、飼い

主のモラル、これは嘆かわしいことで、ほん

まやったらペット飼うなと私、言いたいぐ

らいの気持ちです。そんな中でも、私どもは

やっぱり公園に注意喚起の意味で、ペット

のふんの持ち帰りであるとかそういう看板

は設置しておりますし、定期的に委託業者

に清掃していただいている現状にもござい

ます。ただしながら、この注意喚起について

はもっと強化する必要があると認識してお

りますので、ご理解のほどよろしくお願い

します。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）部長がおっしゃるとお

り、私も毎朝、犬の散歩をさせていただくん

ですけども、いつもかばんの中に袋と水を

入れて、便をしたら袋でとってという、やら



－101－ 

せてもらっているんですけども、全く何も

持たんと、やはり散歩してても、便をしても

そのまま行ってしまう方もやっぱりおられ

るんですよね。ほんで、僕も昔、市役所のほ

うへ来させていただいて、そういう看板を

いただいて、会社の近くに張らせていただ

いたこともあるんですけども、そういうち

ょっとモラル的なことも、やっぱり注意勧

告の看板をもう少し立てていただいて、子

どもらがそういうことで嫌な思いをせんで

ええような環境づくりというのをできるよ

うに、少しでもできるようにやっていただ

きたいなと思います。 

 三つ目の項目なんですけども、雨をしの

げるスポットという必要性についてなんで

すけども、ちょっと見ていただきたいもの

があります。これね、先日、奈良県五條市の

中央公園に行かせていただいて撮らせてい

ただいた写真なんですけども、公園の上に

こういう屋根がありまして、子どもさんと

かみんな楽しく遊んでおるような状況やっ

たんですけども、直射日光もしのげますし、

雨もしのげるということで、家族みんなで

一日中楽しめるというような、こういう屋

根つきの広場というのもあるんですけど、

今後、橋本市の計画の中に入れていただく

とか、そういうことはできませんでしょう

か。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）今のおただしにつ

いて、二つの観点から答弁させていただき

ます。 

 まず、私も今までＰＴＡの活動に携わっ

てまいりまして、事あるたびにあいさつで

枕詞のように、子どもたちを健やかに育む

環境を整えるためにご協力くださいという

ようなことを言うてきましたんで、私も議

員のおただしの意味は十分わかります。し

たい気持ちもあります。ただしながら、本市

の公園を取り巻く環境というのは、重ね重

ねになりますが、先ほど壇上で答弁させて

いただいたとおり、維持管理に特化した状

態、やはり老若男女、全ての方々が憩える場

でなければ、公園ということで、安心安全を

提供できるような空間を維持するために、

ただ、今維持管理に心がけて努めていると

ころでございます。 

 もう一点は、平成24年度に都市公園の長

寿命化計画というのを策定して、計画どお

りに進めてきてまいりましたが、24年に策

定して、25年、26年、27年この３年間で緊急

性の高いものであるとか、バリアフリー化

であるとかというのは概ね完了したという

ことで、そこで凍結になって完全に維持管

理に移行した形。本来であればまだしたい

こともあるのに、そういう状況にあるがゆ

えに、もしできるようになってもやっぱり

優先順位としたら、長寿命化対策である老

朽化対策であるとか、バリアフリー対策に

優先的に予算を回す必要があるというふう

に考えておりますので、その辺のところは

ご理解いただきたい。 

 もう一点は、ただ今建設中の杉村やすら

ぎ広場、ここについて触れさせていただき

ましたら、この計画というのは平成22年度

に社会資本整備の中で、都市再生整備計画

というのを策定いたしまして進められた事

業でございます。もともとの計画はもっと

広大な計画でございましたし、基本は５年、

27年度で完結せねばならない事業でござい

ました。それがいろんな事情、ここで事情に

ついては説明しませんけど、事情があり、２

期に分けて10年間ということで、来年度で

竣工せねばならないんですけど、こういう

ふうに事業が長期化したことにより国の動

向も変わってきております。 
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 というのは、今、国が考えておりますのは、

例えば、重要構造物の要するに長寿命化対

策と通学路対策、これというのは重点配分

で対象していただいて、内需率も高い。しか

しながら、私ども、今進めているこの事業に

ついては、内示率は低いし、補助も40％とい

うふうなことになっております。来年度で

最終年度を迎えるわけで、これについても

どのくらい補助いただけるんかというのも、

私ども心配しとる中で、この今の時点で私

は何をしたいかと言ったら、遊具ぐらいは

グレードの高いものをしたいと考えている

んです。それで、私どもの建設部局の中で建

設をしている都市整備課と、あと、次、管理

せんなんまちづくり課が連携させていただ

いて、どんな遊具が人気あるかというのは

調べた上で抜粋して、アンケート調査を行

っております。 

 プラスアルファ、健康福祉部こども課の

カフェミーティングにおいて、ただ今子育

て中のお母さん方の意見もいろいろいただ

いております。それらを参考にどんな遊具

にするかということを現在考えているとこ

ろの中で、やっぱり遊具のグレードを上げ

たいという思いがある中で、屋根を設置し

たら、やっぱり1,000万からのコストがかか

るということで、どっちかというたら遊具

のグレードを上げたいという思いでいっぱ

いでございます。 

 そして、やはりこれも重ね重ねで、先ほど

壇上でも答弁させていただいたんですけど、

ソフト面で、やっぱり熱中症対策というこ

とで取り組ませていただきたい。そして、私

どもとしたら、季節のいい時期に子どもた

ちが気持ちよく遊べるように、遊ぼうと思

ったときに草生えとったらどないもなりま

せんので、その辺を気つけて維持管理に努

めたいと考えていますんで、ご理解のほど

よろしくお願いします。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）どうもご丁寧な答弁あ

りがとうございます。といえども、やっぱり

お母さん方にとったら、やっぱりちょっと

屋根のある公園があれば、遊びに行く回数

とかも変わるやろし、やはりこの暑い中、そ

れこそ言われたみたいにも熱中症対策にも

なると思うんですけども、そういったお母

さんたちの意見というのは反映されにくい

ものなんでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）その辺につきまし

ては、やはり子育て真っ最中のお母さま方

の、要するに要望等につきましては、もちろ

ん貴重な意見として参考にはさせていただ

きたいとは思います。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）ぜひ参考にしていただ

いて、やはり先ほど見ていただいたみたい

に、雨が降っても楽しく遊べるし、暑さもし

のげますし、お母さんもお肌を気にされる

方はなかなか外へ出づらい方もおられると

思うんですけど、ああいう屋根があること

によって子どもと一緒に遊びに行けるとい

う環境ができると思いますので、ぜひ考え

ていただきたいと思うんですけども。 

 駐車スペースがとれる杉村公園のやすら

ぎ広場では、交通面の絶好の場所でもある

と思うんですけども、今後、具体的にどのよ

うなイメージの遊び場になるか教えていた

だきたいです。 

○議長（土井裕美子君）建設部長。 

○建設部長（奈良雅木君）先ほどからもコン

セプト的な話はさせていただいていません

が、やはりあの場所というのは、371号が供

用開始されて最高の立地状況になる。そし
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て、杉村公園の玄関口という位置づけでも

整備させていただいています。そんな中で

事業の本質というか、核になるのが、２本基

幹事業がございまして、それは高質空間形

成施設ということで、多目的トイレ、それと、

あとは地域生活基盤施設ということで、御

幸辻の駅前広場に案内板して、要するに、そ

こを軸に杉村公園を含めて一体化した案内

板を作成しようと思っています。それで人

を集めるという意味では、私としたらハー

ドで集めれたら一番よかったんですけども、

先ほども説明させていただいたような事情

で、縮小化されたことによってそんなグレ

ードの高いもんはできない中でということ

で、今の基幹事業の２本プラスアルファ提

案事業ということで、イベント提案事業と

いうのも、要するに計画に入れさせてもう

てます。それ何するんよという話ですけど、

やっぱり杉村公園というのは自然の豊かな

公園です。四季折々の花が咲き、やはり春夏

秋冬にそれぞれのイベントをしたいなと。

そんな中でも、お母さま方の意見を取り入

れたイベントができたらええなと。ただ、建

設部だけで完結できる話じゃないんで、庁

内連携した形でいろんなイベントは打って

いきたいと思います。 

 それと、遊びのイメージというたら、駐車

場があってトイレがあって、奥に芝生広場

がございます。そこに、屋根のある休憩施設、

あずまやとか、ベンチとかがありまして、そ

んな中に遊具を２ないし３箇所ほど考えて

おりますので、子どもさんもそこで十分季

節のいいときには遊んでいただけるかなと

いうふうな思いでいてます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）やはりいろいろ説明い

ただいておるんですけども、何回もしつこ

う言うんですけど、いろんなものつくって

いただいたとしても、雨が降ったら遊ばれ

へんとか、結局、僕はそこにつながっていく

んですけども、今年のようにまた暑いとき

とかでしたら、また、すいません、もう一個

ちょっと見ていただきたいものがあるんで

すけども。 

 五條でしたら、屋根つきの公園の横にこ

ういうふうな噴水、小さな子どもでも真夏

でも、お母さんが目を離しとったかて溺れ

ることのないような雰囲気でした。こうい

う施設をするとなったら、かなりコストも

かかって大変だと思うんですけども、例え

ば、ミスト的な、こういうふうな雰囲気の場

所をつくって、上から水をばーっと、噴水で

も水でもこうしてかけて子どもらが遊べる

ような、今度またここへお母さんが来たい

というような、そんな場所をどうかつくっ

ていただきたいんですけども、どうか計画

のほうに入れていただくことはできません

でしょうか、こういうふうなものを。 

○議長（土井裕美子君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）垣内議員の質問にお答

えをします。 

 あまり無理なことを言わんといてくださ

い。財源はどうするんかというまず議論し

ていただかんと、杉村公園も前市長のとき

は、とんでもない大きな計画でしたけど、結

局、社会資本整備交付金のほうがどんどん

どんどん小さくなって、今40％と言いまし

たけど、実質30％なんですよ。そういう中で、

じゃあ、どっからお金持ってくるんよとい

う話を考えらなあかんのです。 

 じゃあ、今の公園の面積自体をもっと縮

小してコンパクトにする、管理コストを下

げていくというふうな、例えば、この公園廃

止したらどうやというふうな話をしていた
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だいた中で、ここはこうしたらどうですか

というご提案ならわかるんですけど、実際

に今の財政状況というのは、職員の給料カ

ットと職員の削減、それから補助金ついた

ら工事をするというのが、それで何とか乗

り切っている段階なんですよ。その中で、た

だこういうのをつくれという話だけではな

かなか難しい。 

 五條市の、確かにいい施設ありますよ。で

も、それと同じようなことができるかとい

うと、今の当市の財政状況の中では難しい

ということも考えていただかんと、お金要

る提案ばっかりですよ、この議会でも。じゃ

あ、どっから財源持ってくるのよという話

だけでは、やっぱりうちとしても財政があ

りますので、結局そこにお金を使ってしま

うと、じゃあ、福祉切らせてくれますか、小・

中学校の医療費切らしてくれますか、ちょ

っと縮小させてくれますかって、何らかの

形で一般会計への影響、市民サービスへの

影響って出てくることも事実なんです。 

 だから、そういうことも含めて、私らもい

いとこいっぱい見てますよ。娘も寝屋川で

おるんで、いい公園ありますよ、あれは府立

ですけど。でも、そういうところ、いいとこ

ろを見て、じゃあ、どうよという話にはなか

なかなりませんし、これから屋根のある公

園をつくっていくためには、やっぱり橋本

市の公園というのは多過ぎるんちゃうかな

と。管理的な部分でいうてもっと縮小した

り、例えば、ちびっ子広場にしても、住民の

10％以下の子どもになったらそこは廃止す

るとか、そこもお金を払っていますから、そ

ういうふうな全体の見直しをやっぱりして

いかなあかんなと。 

 今、行革のほうで、いろいろ経費の削減に

ついて考えているんですけども、やはりそ

ういう一挙に1,000万円の現金を出すとい

うのはなかなか今の財政状況はできないで

す。その辺もあるんで、いくらつくってくれ

と言われても、私たちにとっては財源を確

保しないと何もできないんですよ。そうい

うこともありますし、企業会計もご存じの

ようにいつ破綻するかわからないような現

状になってきています。これは下水も水道

も病院もそうです。もう明るい兆しはあり

ません。先ほど１番議員もいいことないと

言うていましたけど、ＩＲ誘致せえと言わ

れて、そのお金どないして出すんよという

ところもありますけども、やっぱり財源あ

ってのことなんで、その辺のここを縮小し

て、ここの減った分のお金をここへ持って

きてくれという話をご提案していただけれ

ば、大変ありがたく思いますし、現状いろい

ろいいところを見せていただけましたけど

も、公園にそういう施設をつくっていくの

は現状では無理ですので、ご理解よろしく

お願いします。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さん。 

○２番（垣内憲一君）市長、どうもありがと

うございます。おっしゃるとおりやと思い

ます。もちろん僕も会社のほうをさせても

うてますので、そういったことは十分わか

っております。先ほど僕も聞かせていただ

いた中で、公園が百何箇所やったかな、ある

っていうことで、実際ほんまに外で遊んで

いる子どもとか、その公園で遊んでいる、こ

この公園で遊んどるの見たことないよなと

か、そんな声もたくさんあると思うんです。

市長がおっしゃられるように、今後やっぱ

りそういうとこも見直していかなあかんの

かなというのは、僕もそれは思っていまし

た。ただ、これを今、ここでそういうふうに

発言していいのかどうかというのは私もち

ょっとわからなかったもので、勉強不足で

申しわけございません。 
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 ただ、僕は、やはり今の僕らの時代と、僕

らの時代というのは、とにかく一生懸命働

いて、誰かにええ格好したい。だから、一生

懸命働く、お金儲けするというような僕ら

の価値観で僕らは育ってきたと思うんです

けども、今の若い子というのは、どっちかっ

ていうたら、もう毎日、うちで運送屋とした

ら、毎日仕事から帰りたい。そんなんやった

らお給料も少なくなるよって話になったと

きに、僕はもう何せ毎日帰れたらええんや

と。そういうふうな、ほんなら、何でと言う

たら、毎日子どもらと遊びたい。そういうふ

うな価値観の違いがあると思うんです。 

 ですから、僕が何でこれを今提案させて

もうたかといいますと、やっぱりそんな若

い子らが、財政のことを抜きとして、若い子

らが集まって、お金が、給料少ないというこ

とは、よそに行ったりするお金も少ないわ

けで、橋本市の中で無料でこういう１日遊

べるような公園、杉村公園みたいなところ

を使って一日遊べるような公園、お金を使

わなくても遊べるような公園というのをつ

くってあげたら、若い子たちもやっぱりい

いと思って寄ってきてくれるんじゃないか

なと思って、ちょっと今回この話をさせて

いただきました。重々、財政が厳しいという

ことは、市長のほうからいつも聞かせてい

ただいとるので、僕もわかっております。わ

かっておりますけども、これが今すぐ僕、言

い方として今すぐにでもやってくださいと

いうような思いでありますけども、今すぐ

というのは無理やとはわかっております。

でも、いつかこれ、現実に先ほど見ていただ

いたようなものをつくっていただいて、一

日子どもたちとか、お父さん、お母さんが安

心安全に暮らせる場所を僕はつくりたいな

と思いました。 

 そういうことっていうのは僕らを産んで

くれたご先祖さんとか、やっぱり先輩方も

同じこと、橋本市に人集まってもらいたい

というのはみんな思っていると思います。

ですから、僕の観点で僕の経験で今こうい

うことを話しさせていただいたんですけど

も、橋本市の財政のそういうこともわかっ

ておるんですけど、ちょっとこういう発言

をしてしまいまして、どうも申しわけござ

いませんでした。私の質問はこれで終わら

せていただきます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）２番 垣内さんの一

般質問は終わりました。 

   

 


